
令和２年度第１回岐阜県障がい者総合支援懇話会 

(重症心身障がい・医療的ケア部会)議事概要 
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開  会 

開会あいさつ（医療福祉連携推進課長） 

 

議  事 

１ 令和２年度重度障がい児者支援連携施策の進捗状況について 

○資料説明 

資料１ 県の重度障がい児者支援連携施策の進捗状況 

資料２ 県の重度障がい児者支援連携施策（参考） 

資料３ 要電源重度障がい児者災害時等支援ネットワーク構築事業 

資料４ 重症難病患者拠点・協力病院設備整備事業（保健医療課施策） 

資料５ 療育支援体制強化事業（子育て支援課施策） 

資料６ 医療的ケアに関する特別支援教育課の取組（特別支援教育課施策） 

 

質疑・意見交換（○：構成員 →：県） 

→ 要電源重度障がい児者の災害時等支援を推進していくにあたり、関係機関の連携をどのように

進めていくべきか、ご意見がございましたらお聞かせいただきたい。また、昨年度の本部会にお

いても、災害時等における重度障がい児者支援について、ご意見を頂戴した。その際にあった課

題等への取組みの進捗を踏まえて、ご意見を頂戴できるとありがたい。 

○ 長良医療センターでの災害時の支援としては、２年前に発生した台風によって岐阜市内におい

て停電が数日間続いた際、人工呼吸器のバッテリーの充電をしてほしいとの申し出があり、外来

として対応し医療機器の充電ができるよう対応した。緊急時は、来ることも大変な状況もあると

思われるので、かかりつけの近隣の病院にもあらかじめ協力を得て、当院を含め地域で支えてい

くことが大切。当院から退院し在宅へ移行する医療的ケア児等に対し、災害対策に関する紹介は、

組織的にはまだできておらず、担当者レベルで紹介している程度。今後、組織で取り組んでいく

ことが課題となる。 

○ 県から委託を受けた西濃圏域小児在宅医療研究会を昨年１２月に開催し、三重大学医学部付属

病院小児トータルケアセンターの岩本彰太郎先生を招き、三重県小児科医会で作られた「『災害

時対応ノート』作成のための小児在宅医療的ケア児災害時対応マニュアル」について紹介してい

ただいた。また、グループワークを行った際、在宅重度障がい児に近い地域の方を巻き込み、存

在を知ってもらい、地域で重度障がい児を守っていかなければならないと感じた。研究会で課題

となった点として、今後、ＮＩＣＵと小児病棟が連携して、退院時の家族への災害時の備えの紹

介や、災害時対応ノートの作成を行いたいと話している。 

○ 長良特別支援学校では、昨年度の部会以降、ソーラーパネルで充電するバッテリー式蓄電池を

２台、蓄電池を充電するためのソーラーパネル１台を新たに整備した。可搬式の発電機から校内

７ヶ所への電力供給ができるよう計画しているが、新型コロナウイルス感染症の影響により、工

事を来年度に持ち越すこととしている。 

○ 県立特別支援学校では、災害時用の発電機は整備してあるが、医療機器を使用できる発電機等

は十分ではなかったため、医療機器のための電源が確保できるよう、各学校の整備を進めている。

昨年度、設計を行った７校の特別支援学校は、今年度、工事を順次進めている。今年度は、新た

に６校で整備の設計を予定しており、順次整備を進めていく予定。 

○ 災害時小児呼吸器地域ネットワークは、日本小児神経学会の災害対策委員会により発足したネ

ットワーク。目的は、電源が必要な医療的ケア児等の支援について、県単位で情報共有を行うも



のであり、各圏域で医師が協力できる体制を築くもの。元々、県内の小児科医の中で岐阜県重症

心身障がい児者医療ネットワーク協議会を組織しており、岐阜市近隣の小児科医と協力しネット

ワークを形成しているが、これを機に、他圏域の医師にも参加していただき、ネットワークを拡

大したいと考えている。 

○ 今回、当訪問看護ステーションを利用している電源が必要な医療的ケア児等について調査を行

った。バッテリーを備えている人工呼吸器の稼働時間は、７時間の人もあれば２４時間の利用者

もいる。たん吸引については、足踏み式のたん吸引器を持っている利用者は２名しかいなかった。 

 避難先についてどう考えているか伺ったが、避難しないという意見が主だった。自分なりにど

こへ避難するかイメージをしているものの、実際にどこへ避難したらよいか分からない状況であ

った。 

○ 災害時の備えとして、発電機や医療機器の予備バッテリー等を自費で買うことになるが、高価

であるため、負担が大きい。障がい児者への助成として、電源装置等の購入費を補助してほしい

という要望もあった。防災、医療、福祉等の分野が連携してしっかりした仕組みを作らなければ、

どのように避難すればよいかわからない。また、災害時にだれがどこに避難しているのか把握す

ることができないといけない。 

○ 訪問看護ステーションの災害時における対応としては、災害時に訪問が可能であれば、避難先

等に訪問しケアを行うことになると考えている。医療機関が、来院した医療的ケア児を避難者と

して受け入れ、スタッフがケアすることができない場合があれば、ケアのために医療機関へ訪問

することも考えている。 

○ 岐阜市では、校区にある指定避難所に発電機を３台整備しており、その中のひとつは医療用電

源として、医療スタッフが使用する電源や医療機器の充電用に使うことを想定している。 

 障害福祉サービスとして非常用電源装置の助成をしてほしいとの要望があるが、日常生活用具

の助成において、非常時の備えは、本来対象とはしていない。しかし、日頃からの備えは大切で

あるため、他市町村の動向を踏まえ、考えていきたい。 

 

２ 在宅重度障がい児者等（医療的ケア児を含む）実態調査について 

○資料説明 

 資料７ 岐阜県在宅重度障がい児者等実態調査の結果について（概要） 

資料８ 岐阜県在宅重度障がい児者等実態調査結果報告書 

資料９ 岐阜県在宅重度障がい児者等実態調査結果報告書（在宅重症心身障がい児者の状況） 

 

質疑・意見交換（○：構成員） 

○ 可茂県事務所では、中濃圏域障がい者自立支援推進会議、療育・医療的ケア部会の取組みとし

て、医療的ケア児に関する実態調査を初めて実施している。調査の概要は、中濃圏域の医療的ケ

ア児の人数や、どのような機関が在宅移行に関わり、連携して支援を行っているか把握し、医療

的ケア児等支援のために市町村が体制整備を行う基礎資料とする。対象は、在宅で医療的ケア

を必要とする満６歳までの児童とし、調査対象は、圏域内の市町村の母子保健担当課と県内

で医療的ケア児の受け入れが多いと考えられる医療機関３機関に依頼し実施している。ひと

まず、中濃圏域の医療的ケア児等支援に関する状況を把握し、見えてきた課題の解決に向けて、

取組んでいきたいと考えている。 

 

３ その他 

 

質疑・意見交換（○：構成員 →：県） 



○ 県内の相談支援事業所への災害に関する勉強会を動画配信で行った。勉強会の中で、避難計画

のサンプルを作成し、利用者の避難計画を作成するよう各事業所に提案したところ、早速使いた

いという意見があった。相談支援専門員等は、障害福祉サービスの利用計画の作成のみに留まり、

障がい児者の現状を把握していないこともあり、注意喚起も含めて実施した。個別計画について

は、大雑把なものではなく、ひとりひとりに合わせた計画が必要となる。災害対策に関しては、

行政、地域等がそれぞれ公助、共助として取り組んでいるが、自助を求められてもできない人も

いる。縦割りの支援だけではなく、福祉の現場を巻き込んだ多職種の連携が大切であると考える。 

○ 福祉避難所では、医療的ケア児の受入れ体制に不足があるため、医療的ケア児等が専門に避難

する医療避難所の設置を検討いただきたいと昨年度の本部会にて発言した。福祉避難所への避難

は、一般避難所からの移動が必要で、災害時に安全を保てるのか疑問があり、災害時にどこに避

難していいのかわからない。重度障がい児者のために避難所を割り当てて、避難方法を確保する

ことを検討いただきたい。 

→ 今後、市町村担当者を集めた会議を予定している。市町村が重度障がい児者の実態を把握し、

避難行動の支援につなげていくために、ご意見をお伝えしながら検討していただきたい。 

○ 医療的ケア児の医療情報共有システムが７月に稼働した。医療的ケア児について家族が入力し

た情報をクラウドで管理し、災害時等の緊急対応時に情報を得て、適切な医療を提供するための

システムである。県内でも知らない方がまだまだ多いと思われる。家族が登録しなければならな

いので、様々な機会を通じて、家族に周知いただきたい。 

 

閉  会                                  

以  上 


